
（その13）

　３　支出項目別金額の内訳

（1）支出の総括表

項　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　額 備　　　　考

１　 経　　　 常　　　 経　　　 費 十億 百万

1 9 5

千

5 0 0

円

0（1） 人 件 費

（2） 光 熱 水 費 1 2 0 0 0 0

（3） 備 品 ･ 消 耗 品 費 2 6 6 0 0 0

（4） 事 務 所 費 7 9 6 0 0 0

小 　 　 　 　 　 　 計 3 1 3 7 0 0 0

２　 政　　 治　　 活　　 動　　 費

2 0 0 0 0 0 0（1） 組 織 活 動 費

（2） 選 挙 関 係 費 3 0 5 0 0 0 0

（3） 機関紙誌の発行その他の事業費 1 6 0 8 4 3 5 0

ア 機関 紙 誌の 発 行 事 業 費 2 1 6 0 0 0 0

イ 宣 伝 事 業 費 1 8 7 6 3 5 0

ウ 政治資金パーティー開催事業費 1 1 6 4 8 0 0 0

エ そ の 他 の 事 業 費 4 0 0 0 0 0

（4） 調 査 研 究 費 1 2 5 5 0 0

（5） 寄 附 ･ 交 付 金 4 0 0 0 0 0 200,000円

（6） そ の 他 の 経 費 1 0 0 0 5 1 0

小 計 2 2 6 6 0 3 6 0 200,000円

合 計 2 5 7 9 7 3 6 0

下記ア＋イ＋ウ＋エ

経常経費に係る人件費以外の支出
のうち、１件当たりの金額が、資
金管理団体（国会議員関係政治団
体を除く。）にあっては５万円以上
の支出、国会議員関係政治団体
にあっては１万円を超える支出
は、その明細を様式（その 14）に
記載し、領収書等の写しを添付す
ること。この場合、項目ごとに分
類し、それぞれ別葉とすること。

政治活動費に係る支出のうち、１
件当たりの金額が、国会議員関係
政治団体にあっては１万円を超え
る支出、国会議員関係政治団体以
外の団体にあっては５万円以上の
支出は、その明細を様式（その
15）に記載し、領収書等の写しを
添付すること。この場合、項目ご
とに分類し、それぞれ別葉とする
こと。

本部又は支部に対し
て供与した交付金に
係る支出について項
目ごとにその額を備
考欄に記載するこ
と。この場合、その
額の内訳を様式（そ
の 16）に記載するこ
と。

上記⑴＋⑵＋⑶＋⑷…Ｃ

上記⑴＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸＋⑹…Ｄ

Ｃ＋Ｄ…この額を様式（その２）の収支の総括表の「支出総額」の欄に記載すること。

（その12）

（12）政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによるものの内訳

政治資金パーティーの名称 ○○パーティー

対価の支払のあっせん者の区分 個人

対価の支払のあっせん者の氏名
（団体にあっては、その名称）

金　　　　　　　　　額
提　供
年月日

集めた
期　間

住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

職業（団体にあっ
ては、代表者の氏名）

備考

　乙山太郎
十億 百万

8 0
千

0 0 0
円

0 ○ . 6. 5 ○ . 5.28 〜
○ . 6. 4 山口県○○市○○町○番○号 ○○会社社長

　丙山次郎 6 0 0 0 0 0 ○ . 6.10 ○ . 5.30 〜
○ . 6. 8 山口県○○市○○町○番○号 ○○会社役員

こ の 頁 の 小 計 1 4 0 0 0 0 0

合 計 1 4 0 0 0 0 0

一の政治資金パーティーの対価に係る収入のう
ち、同一の者によって対価の支払をあっせんされ
たもので、その金額の合計額が 20万円を超えるも
のについてあっせんした者ごとに記載すること。

 「個人」、「法人その他の
団体」又は「政治団体」に
分類し、それぞれ別葉とす
ること。

政治資金パーティーごとに別葉とすること。
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